
〔大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替アドバイザー派遣制度〕

※古い建物を建替える場合、実施設計費、
工事監理費、解体費等の一部を補助する
制度があります。
詳しくは、大阪市ホームページでご確認ください。

紙面の都合上、省略している部分がありますので、詳しくは相談窓口へお問い合わせください。

昭和56年５月31日以前に建築された住宅（分
譲マンションを除く）を所有する個人、又はその
住宅が建っている土地を所有する個人等

対策地区・重点対策地区（裏面参照）

令和８年度版

大阪市立住まい情報センター4階 ⑤番窓口
〒530-0041　大阪市北区天神橋6丁目4－20
営業時間：平日・土曜 9時～17時30分、祝日 10時～17時
休業日：

TEL.06（6882）7053

火曜（祝日の場合は翌日）、日曜
祝日の翌日（月曜の場合は除く）、年末年始

大阪市都市整備局
耐震・密集市街地整備 受付窓口

古い住宅の建替に関する相談に対し、建築士を無料で派遣し、建替計画への技術的なアドバイス
を行います。

大阪市都市整備局
生野南部事務所

生野区役所5階
〒544-8501　大阪市生野区勝山南3丁目1－19

TEL.06（6717）8266

開庁時間：平日 9時～17時30分
閉庁日：土曜、日曜、祝日、年末年始

生野区南部地区でのご相談・お問い合わせ生野区南部地区以外でのご相談・お問い合わせ

派遣回数：老朽住宅の建替を検討する
同一の敷地につき、３回
（派遣ごとに申請が必要です。）

派遣時間：１回につき、２時間以内
派遣先　：大阪市内

事前相談

派遣申請

派遣決定

日程調整等

アドバイザーの派遣

申請書の提出から約２週間前後で、
大阪市より「アドバイザー派遣決定
通知書」を送付いたします。

申請書一式を12月28日までにご提
出ください。
申請いただいた内容を基に、大阪市が
アドバイザーに派遣依頼を行います。

まずは下記お問い合わせ先に、お電
話でお問い合わせいただくか、窓口
までご相談をお願いいたします。

建替に関するご相談をお伺いするた
め、アドバイザーを派遣いたします。
派遣日は2月26日が期限となります。

大阪市より、ご希望の派遣希望日時・
派遣場所を確認した上で、アドバイ
ザーに対して日程調整を行います。

「専門家派遣による建替えのアドバイスについて」ホームページ
▶ https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000531860.html

生野区南部地区外の
生野区内の
ご相談もお受けします

オンライン申請ができます！



大今里1～4丁目、大今里西1～2丁目、大今里西3丁目、大今里南1～5丁目、

大今里南6丁目(1～3番、6～8番、10～13番、15～18番、20～27番(新庄大和川線(内環状線)以西))、

神路1丁目(7～15番(築港深江線(中央大通)以南))、神路2～4丁目、玉津1～3丁目、中道2丁目、中道4丁目、中本1～5丁目、東今里1～3丁目、

東小橋3丁目(15～20番(岩崎橋今里線(千日前通)以南))、東中本1～3丁目、深江北1丁目(2～17番(築港深江線(中央大通)以南))、深江南1丁目

上之宮町、上本町7丁目(1番、4番(東野田河堀口線（上町筋）以東))、

上本町8丁目（1番、4番、5番、9番(東野田河堀口線（上町筋）以東))、上本町9丁目 (1番、4番、5番(東野田河堀口線（上町筋）以東))、

勝山4丁目(2番、3番、5番、6番(勝山通線(勝山通)以北))、烏ヶ辻1～2丁目、北河堀町(4～10番(東野田河堀口線(上町筋)以西))、北山町、

小宮町、細工谷1丁目(4～10番(生玉片江線以南))、細工谷2丁目、下味原町、真法院町、大道1丁目(6～14番(芦原杭全線以南))、

堂ヶ芝1丁目、堂ヶ芝2丁目(2～18番(生玉片江線以南))、東上町、悲田院町(1～7番(玉造筋以北))、堀越町、松ヶ鼻町

旭町1丁目(2～6番(尼崎平野線以南、金塚南北線以西))、阿倍野筋4～5丁目、阿倍野元町(1～2番(木津川平野線(松虫通)以北))、

王子町1～4丁目、共立通1～2丁目、三明町1～2丁目、昭和町1～5丁目、天王寺町北1丁目(1～5番、6番の一部、7～10番(天王寺吾彦線以東))、

天王寺町北2～3丁目、天王寺町南1丁目（1～7番）、天王寺町南2丁目（1番、2番、5番、6番、8～26番）、

天王寺町南3丁目（1番、4～12番）、長池町、播磨町1丁目(1～22番(柴谷平野線(南港通)以北))、阪南町1～4丁目、

阪南町5丁目(1～22番(柴谷平野線(南港通)以北))、美章園1～3丁目、文の里1～4丁目、松虫通1丁目(1～12番(木津川平野線(松虫通)以北))、

松虫通2丁目、松虫通3丁目(1～4番、8番(木津川平野線(松虫通)以北))、丸山通1～2丁目、桃ヶ池町1～2丁目

旭1～3丁目、岸里1～3丁目、岸里東1～2丁目、北津守3丁目(1番の一部(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、

北津守4丁目(1～2番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、山王1丁目(2～8番、10～16番 (尼崎平野線以南))、山王2～3丁目、潮路1～2丁目、

聖天下1～2丁目、千本北1～2丁目、千本中1～2丁目、千本南1～2丁目、太子1丁目(2番、3番、6～13番、15番 (尼崎平野線以南、堺筋線以東))、

太子2丁目(2～4番(堺筋線以東))、橘1～3丁目、玉出中1～2丁目、玉出西1～2丁目、玉出東1丁目(1～11番(堺筋線(阪堺線)以西))、

玉出東2丁目(2～5番、10～15番(堺筋線(阪堺線)以西))、津守1丁目(1～6番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、

津守2丁目(1～6番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、津守3丁目(1～3番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、鶴見橋1～3丁目、出城3丁目、

天下茶屋1～3丁目、天下茶屋北1丁目(1～3番、5～6番(堺筋線以東))、天下茶屋東1～2丁目、長橋1～3丁目、中開3丁目、梅南1～3丁目、

花園北1丁目(2～10番(尼崎平野線以南))、花園北2丁目、花園南1～2丁目、松1～3丁目、南津守1丁目、南開2丁目

今川1丁目、今川4丁目、今川7丁目、今林1丁目(1番(森小路大和川線(今里筋)以西))、北田辺1～6丁目、杭全1～5丁目、桑津1～5丁目、

駒川1～5丁目、住道矢田1～4丁目、鷹合1～4丁目、田辺1～6丁目、照ヶ丘矢田1～4丁目、中野1丁目、中野3丁目、西今川1～4丁目、

針中野1～4丁目、東田辺1～3丁目、南田辺1丁目、山坂1～3丁目、湯里1～2丁目、湯里4～5丁目
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